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1 仕様書 4

別の法人格を有するグループ会社へ業務を委託する場合は、原則とし
て「再委託」に該当します。
本企画提案競技においてグループ会社と連携される場合は、以下のい
ずれかの方法によりご対応ください。

① 再委託として対応する場合
本業務の一部をグループ会社へ再委託することは可能ですが、仕様書
の定めに従い、本業務のすべてを第三者に一括して再委託（丸投げ）す
ることはできません。
企画提案書の実施体制図等において、連携するグループ会社（再委託
先）の名称と役割分担を明記してください。また、受託候補者となったの
ち実際に再委託を行う際は、仕様書「８ 契約に関する条件等 (2)」に基
づき、事前に書面にて提出し、県の承認を得る必要があります。

② 共同企業体（ＪＶ）として参加する場合
当該グループ会社と共同企業体（ＪＶ）を結成し、連名で参加する場合
は、再委託には該当しません。
この場合、実施要領「３ 参加資格に関する事項 (5)」に基づき、代表者・
構成員ともに参加資格を満たす必要があります。参加資格確認申請時
に「【様式３－１】事業委託共同体結成届」を併せて提出してください。
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８ 契約に関する条件
等
(2) 再委託等につい
て

弊社はホールディングス体制を採っており、
グループ内に海外拠点やデジタル施策・
ショート動画制作等を担う会社を有しておりま
す。
実際に業務を進める中で、これらのグループ
会社と連携して対応する場合がございます
が、その場合も再委託に該当するものでしょ
うか。


